
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

一

○
福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
一

○
福
島
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
一

○
福
島
県
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
一

○
福
島
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
二

○
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
三

規

則

福
島
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
児

童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
、
福
島
県
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
十
七
号

福
島
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
六
年
福
島
県
規
則
第
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。「

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
処
理
能
力

（一
般
廃
棄

物
の
最
終
処
分
場
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

一

様
式
第
一
号
（
第
一
面
）
中

般
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
場
所
の

面
積

面
積
及
び
埋
立
容
量

）

埋
立
容
量

「

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
処
理
能
力

（一
般
廃
棄

ｍ

3／
日

（

）時
間

物
の
最
終
処
分
場
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

一
ｔ
／
時
間

般
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
場
所
の

を

ｍ

2

面
積
及
び
埋
立
容
量

）

ｍ

3

面
積

」

埋
立

ｍ

3／
日

（

）時
間

ｔ
／
日

（

）時
間

ｍ

3／
時
間

に
改
め
、
同
様
式
（
第
三
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ｔ
／
時
間

ｍ

2

容
量

ｍ

3

」

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成26年３月14日 金曜日 福 島 県 報 号外第８号1

､

､
ｍ
3／
日
(
)
時
間

ｔ
／
時
間

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3／
日
(
)
時
間

ｔ
／
日
(
)
時
間

ｍ
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時
間

ｔ
／
時
間

ｍ
2

容
量

ｍ
3



（ 第 ３ 面 ）
個 人 で あ る 場 合
(ふ り が な ) 本 籍

生 年 月 日
氏 名 住 所

申
請

法 人 で あ る 場 合
者

（ ふ り が な ）
住 所

名 称

法 定 代 理 人 （ 申 請 者 が 法 第 ７ 条 第 ５ 項 第 ４ 号 チ に 規 定 す る 未 成 年 者 で あ る 場 合 ）
個 人 で あ る 場 合
（ ふ り が な ） 本 籍

生 年 月 日
氏 名 住 所

法 人 で あ る 場 合
（ ふ り が な ）

住 所
名 称

役 員 （ 法 定 代 理 人 が 法 人 で あ る 場 合 ）
（ ふ り が な ） 生 年 月 日 本 籍
氏 名 役 職 名 ・ 呼 称 住 所

役 員 （ 申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 ）
（ ふ り が な ） 生 年 月 日 本 籍
氏 名 役 職 名 ・ 呼 称 住 所

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成26年３月14日 金曜日 福 島 県 報 号外第８号 2



平成26年３月14日 金曜日 福 島 県 報 号外第８号3

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様
式
第
一
号
（
第
四
面
）
備
考
３
、
備
考
５
及
び
備
考
６
中
「す

べ
て

」
を
「全

て

」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
（
第
二
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



平成26年３月14日 金曜日 福 島 県 報 号外第８号 4

（ 第 ２ 面 ）
個 人 で あ る 場 合
(ふ り が な ) 本 籍

生 年 月 日
氏 名 住 所

申
請

法 人 で あ る 場 合
者

（ ふ り が な ）
住 所

名 称

法 定 代 理 人 （ 申 請 者 が 法 第 ７ 条 第 ５ 項 第 ４ 号 チ に 規 定 す る 未 成 年 者 で あ る 場 合 ）
個 人 で あ る 場 合
（ ふ り が な ） 本 籍

生 年 月 日
氏 名 住 所

法 人 で あ る 場 合
（ ふ り が な ）

住 所
名 称

役 員 （ 法 定 代 理 人 が 法 人 で あ る 場 合 ）
（ ふ り が な ） 生 年 月 日 本 籍

氏 名 役 職 名 ・ 呼 称 住 所

役 員 （ 申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 ）
（ ふ り が な ） 生 年 月 日 本 籍
氏 名 役 職 名 ・ 呼 称 住 所

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成26年３月14日 金曜日 福 島 県 報 号外第８号5

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様
式
第
四
号
（
第
三
面
）
備
考
３
、
備
考
５
及
び
備
考
７
中
「す

べ
て

」
を
「全

て

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



平成26年３月14日 金曜日 福 島 県 報 号外第８号 6

様 式 第 ５ 号 （ 第 ４ 条 関 係 ）
一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 軽 微 変 更 等 届 出 書

年 月 日
福 島 県 知 事

届 出 者
住 所
氏 名
(法 人 及 び 市 町 村 に あ っ て は 、 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 )
電 話 番 号

一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 を 軽 微 変 更 等 し た の で 、 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法
律 第 ９ 条 第 ３ 項 (同 法 第 ９ 条 の ３ 第 1 1項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 )の 規 定 に
よ り 、 関 係 書 類 及 び 図 面 を 添 え て 届 け 出 ま す 。
一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 名 称
一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 の 場 所
一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 種 類
許 可 ( 届 出 ) の 年 月 日 及 び 許 可 番 号 年 月 日 （ 許 可 番 号 第 号 ）

△ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る
法 律 施 行 規 則 第 ５ 条 の ２ に 規 定 す
る 軽 微 な 変 更
氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人
又 は 市 町 村 に あ っ て は 、 そ の 代 表
者 の 氏 名 の 変 更
△ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る
法 律 施 行 規 則 第 ５ 条 の ４ に 掲 げ る
事 項 の 変 更 (同 条 第 ６ 号 関 係 を 除
く 。 )
廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 第 ５ 条 の ４ 第 ６ 号 に 掲 げ る 事 項
（ 市 町 村 に あ っ て は 、 記 載 の 必 要 な し 。 ）

変
（ 変 更 内 容 が 法 人 に 係 る も の で あ る 場 合 ） ※ 法 定 代 理 人 、 株 主 及 び 出 資 を

更
し て い る 者 の 変 更

の
( ふ り が な )

内 住 所
名 称

容

(変 更 内 容 が 個 人 に 係 る も の で あ る 場 合 )
※ 法 定 代 理 人 、 役 員 (法 定 代 理 人 が 法 人 で あ る 場 合 の 当 該 法 人 の 役 員 を 含
む )、 株 主 、 出 資 を し て い る 者 及 び 使 用 人 の 変 更

( ふ り が な ) 生 年 月 日 本 籍
氏 名 役 職 名 ・ 呼 称 住 所

廃 止 若 し く は 休 止 又 は 再 開 の 理 由 （ 廃 止 ・ 休 止 ・ 再 開 の 別 ）
廃 止 若 し く は 休 止 又 は 再 開 の 年 月 日 年 月 日
※ 事 務 処 理 欄
備 考
１ ※ 欄 は 、 記 入 し な い こ と 。
２ 「 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 種 類 」 の 欄 に は 、 ご み 処 理 施 設 、 し 尿 処 理 施 設 又
は 最 終 処 分 場 の 別 を 記 入 す る こ と 。
ま た 、 ご み 処 理 施 設 に あ っ て は 、 焼 却 施 設 、 破 砕 施 設 等 の 別 を 括 弧 書 き で

記 入 す る こ と 。
３ △ 印 の 欄 の 記 載 に つ い て は 、 で き る 限 り 図 面 、 表 等 を 利 用 す る こ と と し 、
同 欄 に そ の 記 載 事 項 の 全 て を 記 載 す る こ と が で き な い と き は 、 同 欄 に 「 別 紙
の と お り 」 と 記 載 し 、 別 紙 を 添 付 す る こ と 。

４ 変 更 の あ る 部 分 に つ い て は 、 変 更 前 及 び 変 更 後 の 内 容 を 対 照 さ せ る も の と
す る こ と 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成26年３月14日 金曜日 福 島 県 報 号外第８号7

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様
式
第
十
一
号
（
第
二
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



平成26年３月14日 金曜日 福 島 県 報 号外第８号 8

（ 第 ２ 面 ）
個 人 で あ る 場 合
(ふ り が な ) 本 籍

生 年 月 日
氏 名 住 所

申
請

法 人 で あ る 場 合
者

（ ふ り が な ）
住 所

名 称

法 定 代 理 人 （ 申 請 者 が 法 第 ７ 条 第 ５ 項 第 ４ 号 チ に 規 定 す る 未 成 年 者 で あ る 場 合 ）
個 人 で あ る 場 合
（ ふ り が な ） 本 籍

生 年 月 日
氏 名 住 所

法 人 で あ る 場 合
（ ふ り が な ）

住 所
名 称

役 員 （ 法 定 代 理 人 が 法 人 で あ る 場 合 ）
（ ふ り が な ） 生 年 月 日 本 籍

氏 名 役 職 名 ・ 呼 称 住 所

役 員 （ 申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 ）
（ ふ り が な ） 生 年 月 日 本 籍
氏 名 役 職 名 ・ 呼 称 住 所

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成26年３月14日 金曜日 福 島 県 報 号外第８号9

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様
式
第
十
一
号
（
第
三
面
）
備
考
３
中
「す

べ
て

」
を
「全

て

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
三
号
（
裏
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



平成26年３月14日 金曜日 福 島 県 報 号外第８号 10

（ 裏 面 ）

相 続 人

( ふ り が な ) 本 籍
生 年 月 日

氏 名 住 所

法 定 代 理 人 （ 申 請 者 が 法 第 ７ 条 第 ５ 項 第 ４ 号 チ に 規 定 す る 未 成 年 者 で あ る 場 合 ）

個 人 で あ る 場 合

（ ふ り が な ） 本 籍
生 年 月 日

氏 名 住 所

法 人 で あ る 場 合

（ ふ り が な ）
住 所

名 称

役 員 （ 法 定 代 理 人 が 法 人 で あ る 場 合 ）

（ ふ り が な ） 生 年 月 日 本 籍

氏 名 役 職 名 ・ 呼 称 住 所

令 第 ４ 条 の ７ に 規 定 す る 使 用 人 （ 相 続 人 に 当 該 使 用 人 が あ る 場 合 ）

（ ふ り が な ） 生 年 月 日 本 籍

氏 名 役 職 名 ・ 呼 称 住 所

備 考

１ ※ 欄 は 、 記 入 し な い こ と 。

２ 「 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 種 類 」 の 欄 に は 、 ご み 処 理 施 設 、 し 尿 処 理 施 設 又

は 最 終 処 分 場 の 別 を 記 入 す る こ と 。

ま た 、 ご み 処 理 施 設 に あ っ て は 、 焼 却 施 設 、 破 砕 施 設 等 の 別 を 括 弧 書 き で

記 入 す る こ と 。

３ 「 相 続 人 」 の 欄 か ら 「 令 第 ４ 条 の ７ に 規 定 す る 使 用 人 」 の 欄 ま で の 各 欄 に

は 、 該 当 す る 全 て の も の を 記 載 す る こ と と し 、 記 載 し き れ な い と き は こ の 様

式 の 例 に よ り 作 成 し た 書 面 に 記 載 し て 、 そ の 書 面 を 添 付 す る こ と 。

４ こ の 届 出 書 は 、 相 続 の 日 か ら 30日 以 内 に 提 出 す る こ と 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細

則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
又
は
届
出
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
又
は
届
出
書
と
み

な
す
。

（
一
般
廃
棄
物
課
）

福
島
県
規
則
第
十
八
号

福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
福
島
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
十
七
項
」
を
「
第
五
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
号
様
式
及
び
第
十
一

号
様
式
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
児

童
福
祉
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
号
様
式
に
よ
る
里
親
認
定
申
請

書
及
び
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
里
親
資
格
喪
失
届
出
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細

則
第
十
号
様
式
に
よ
る
里
親
認
定
申
請
書
及
び
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
里
親
資
格
喪
失
届
出
書
と
み

な
す
。

３

第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
第

十
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
児
童
家
庭
課
）

福
島
県
規
則
第
十
九
号

福
島
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
四
年
福
島
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
同
意
書
（
様
式
第
一
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
同
意
書
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
標
示
板
（
様
式
第
二
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
標
示
板
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
辞
退
届
（
様
式
第
三
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
辞
退
届
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
１
号
か
ら
様
式
第
３
号
ま
で

削
除

「５
人
工
ペ

ース
メ

ーカ

ー

ふ
り
が
な

ふ
り
が
な

ふ
り
が
な

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
一
号
に
よ
る
同
意
書
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
標
示
板
又
は

様
式
第
三
号
に
よ
る
辞
退
届
は
、
改
正
後
の
福
島
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
の
相
当
の
規
定
に
基
づ
く
同
意
書
、
標
示
板
又
は
辞
退
届
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
様
式
第
四
号
に
よ
る
身
体
障
害
者
診
断
書
・

意
見
書
は
、
新
規
則
様
式
第
四
号
に
よ
る
身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書
と
み
な
す
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
様
式
第
四
号
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調

整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
障
が
い
福
祉
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
号

福
島
県
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
島
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
を
「
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
に
、
「
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
」
を
「
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。

「申
請
者

住
所

「

住
所

第
一
号
様
式
中

申
請
者

を

氏
名

氏
名

」

に
、
「氏

名

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
中
「戸

籍
抄
本

」

年
月

日
生

」

「住
所

「住
所

「本
籍
地

（都
道
府
県
名
。
外
国
人
の
場
合
は
、
国

第
二
号
様
式
中

を

に
、

氏
名

」

氏
名

」

氏
名

(有
年

月

の
次
に

｢
(申
請
者
が
外
国
人
で
あ
る
と
き
は
､
住
民
票
の
写
し
(住
民
基
本
台
帳
法
(昭
和
42年

法
律
第
81号

)
第
30条

の
45に

規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
｡
)
)
｣

を
加
え
る
。

｢住
所

｢住
所

｢本
籍
地
(都
道
府
県
名
｡
外
国
人
の
場
合
は
､
国

第
十
号
様
式
備
考
１
�
中

｢第
34条

の
19第

１
項
各
号
｣

を

｢第
34条

の
20第

１
項
各
号
｣

に
改
め

る
。第

十
一
号
様
式
中

｢第
34条

の
19第

１
号
｣

を
｢第
34条

の
20第

１
項
第
１
号
｣

に
、

｢第
34条

の
19第
２
号
｣

を｢第
34条
の
20第
１
項
第
２
号
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
四
号(

そ
の
七)

中

人
工
弁
移
植
､
弁
置
換

(有
年

月
｢５

ペ
ー
ス
メ
ー
カ

(有
年

月
・

無
)

・
無
)

を

�
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
の
適
応
度

(ク
ラ
ス
Ⅰ
・
ク
ラ
ス
Ⅱ
・
ク
ラ
ス
Ⅲ
)

・
無
)
｣

�
身
体
活
動
能
力
(運
動
強
度
)
(

メ
ッ
ツ
)

６
人
工
弁
移
植
､
弁
置
換

(有
年

月
・

無
)
｣

に
改
め
る
。
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ふ
り
が
な

ふ
り
が
な

ふ
り
が
な

ふ
り
が
な

ふ
り
が
な

ふ
り

が
な

を

に
改
め
る
。

」
氏

名

」

「

住
所

「申
請
者

住
所

第
三
号
様
式
中

申
請
者

を

に
、
「氏

名

」
を
「氏

名

」
に

氏
名

」

氏
名

」

改
め
る
。

「住
所

「住
所

第
四
号
様
式
中

を

氏
名

氏
名

」

年
月

に
改
め
る
。

日
生

」

「氏
名

第
四
号
様
式
の
二
中
「氏

名

」
を

に
改
め
る
。

年
月

日
生

」

第
五
号
様
式
中
「氏

名

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
調
理
師
法
施
行
細
則
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
一
号

福
島
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
福
島
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
又
は
法
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
学
校
教
育
法
第
五
十
七

条
に
規
定
す
る
者
と
み
な
さ
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
製
菓
衛
生
師
養
成
施
設
に
お
い
て
一
年
以
上
製
菓
衛
生
師
と
し
て

必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
二
年
以
上
（
法
附
則
第
二
項
の
規

定
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
三
年
を
超
え
る
期
間
）
菓
子
製
造
業
に
従
事
し
た
こ
と
を
証
す
る

書
類
（
第
二
号
様
式
）

第
二
条
第
三
号
中
「
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
を
「
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
に
、
「
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
」
を
「
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ふ
り
が
な

ふ
り
が
な

ふ
り
が
な

四

製
菓
衛
生
師
試
験
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
七
十
号
）
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

試
験
科
目
の
う
ち
製
菓
理
論
及
び
実
技
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
職
業
能
力
開
発
促

進
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
検
定
職
種
の
う
ち

菓
子
製
造
に
係
る
一
級
又
は
二
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

第
七
条
中
「
省
令
」
を
「
製
菓
衛
生
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
五
号
）
」

に
改
め
る
。

「

年
月

日
か
ら

従

第
二
号
様
式
中

従
事

期
間

年
月

日
ま
で

実
日

「

年
月

日
か
ら

事
従

事
期

間
日

を

年
月

日
ま
で

数

」

勤
務
日
数
及
び
時
間

日

/週

年
月

に
改
め
る
。

時
間

/日

」

「福
島
県
知
事

「福
島
県
知
事

第
五
号
様
式
中

を

氏
名

」

に
改
め
る
。

申
請
者

氏
名

」

「福
島
県
知
事

「福
島
県
知
事

第
六
号
様
式
中

住
所

を

氏
名

」

申
請
者

住
所

に
改
め
、
同
様
式
備
考
２
中
「戸

籍
抄

氏
名

籍
)

｢本
籍
地
(都
道
府
県
名
｡
外
国
人
の
場
合
は
､
国
籍
)
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ふ
り
が
な

ふ
り
が
な

ふ
り
が
な

ふ
り
が
な

「福
島
県
知
事

「福
島
県
知
事

第
七
号
様
式
中

住
所

を

氏
名

」

申
請
者

住
所

に
改
め
る
。

氏
名

年
月

日
生

」

「住
所

「住
所

第
八
号
様
式
中

を

に
改
め
、
同
様
式
備
考
２
中
「戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

氏
名

」

氏
名

」

及
び

」
を
削
る
。

「福
島
県
知
事

「福
島
県
知
事

第
九
号
様
式
中

住
所

を
氏

名
」

申
請
者

住
所

に
改
め
る
。

氏
名

」

「氏
名

第
十
号
様
式
中
「氏

名

」
を

に
改
め
る
。

年
月

日
生

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
に
定

め
る
様
式
（
第
二
号
様
式
を
除
く
。
）
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
二
号

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
福
島
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
中
「
五
、
三
〇
〇
円
」
を
「
五
、
四
六
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
一
の
二
の
表

中
「
四
、
九
〇
〇
円
」
を
「
五
、
〇
四
〇
円
」
に
、
「
二
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
、
五
八
〇
円
」
に
、

「
一
、
七
〇
〇
円
」
を
「
一
、
七
五
〇
円
」
に
、
「
九
〇
〇
円
」
を
「
九
三
〇
円
」
に
、
「
五
〇
〇
円
」

を
「
五
二
〇
円
」
に
、
「
三
〇
〇
円
」
を
「
三
一
〇
円
」
に
、
「
一
〇
〇
円
」
を
「
一
一
〇
円
」
に
改

め
、
別
表
第
一
の
三
の
表
中
「
六
、
〇
二
〇
円
」
を
「
六
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
六
四
〇
円
」
を

「
四
、
七
八
〇
円
」
に
、
「
六
、
〇
七
〇
円
」
を
「
六
、
二
五
〇
円
」
に
、
「
一
、
六
八
〇
円
」
を

「
一
、
七
三
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
四
〇
円
」
を
「
一
、
〇
七
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
一
の
四
の
表

中
「
七
、
二
八
〇
円
」
を
「
七
、
四
九
〇
円
」
に
、
「
一
、
八
五
〇
円
」
を
「
一
、
九
一
〇
円
」
に
改

め
、
別
表
第
一
の
五
の
表
中
「
二
、
一
〇
〇
円
」
を
「
二
、
一
六
〇
円
」
に
、
「
三
〇
〇
円
」
を
「
三

一
〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
一
の
１
の
表
中
「
三
、
七
七
〇
円
」
を
「
三
、
八
八
〇
円
」
に
、
「
二
、
二
八
〇
円
」

を
「
二
、
三
五
〇
円
」
に
、
「
一
、
六
一
〇
円
」
を
「
一
、
六
六
〇
円
」
に
、
「
五
、
六
三
〇
円
」
を

「
五
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
六
、
八
七
〇
円
」
を
「
七
、
〇
七
〇
円
」
に
、
「
四
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
四
、
一
二
〇
円
」
に
、
「
五
、
一
六
〇
円
」
を
「
五
、
三
一
〇
円
」
に
、
「
四
、
六
五
〇
円
」
を

「
四
、
七
九
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
一
〇
円
」
を
「
一
、
七
六
〇
円
」
に
、
「
一
、
六
五
〇
円
」
を

「
一
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
七
八
〇
円
」
を
「
三
、
八
九
〇
円
」
に
、
「
二
、
四
一
〇
円
」
を

「
二
、
四
八
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
六
〇
円
」
を
「
一
、
八
二
〇
円
」
に
、
「
一
、
二
六
〇
円
」
を

「
一
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
二
の
一
の
２
の
表
中
「
一
、
二
二
〇
円
」
を
「
一
、
二
六
〇
円
」

に
、
「
四
、
六
一
〇
円
」
を
「
四
、
七
五
〇
円
」
に
、
「
四
、
三
八
〇
円
」
を
「
四
、
五
一
〇
円
」
に
、

「
二
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
、
四
七
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
九
〇
円
」
を
「
一
、
五
四
〇
円
」
に
、

「
九
、
二
四
〇
円
」
を
「
九
、
五
一
〇
円
」
に
、
「
一
、
二
三
〇
円
」
を
「
一
、
二
七
〇
円
」
に
、

「
四
、
〇
一
〇
円
」
を
「
四
、
一
三
〇
円
」
に
、
「
二
、
七
四
〇
円
」
を
「
二
、
八
二
〇
円
」
に
、

「
一
、
五
二
〇
円
」
を
「
一
、
五
七
〇
円
」
に
、
「
三
、
三
九
〇
円
」
を
「
三
、
四
九
〇
円
」
に
、

「
二
、
四
九
〇
円
」
を
「
二
、
五
七
〇
円
」
に
、
「
一
、
六
四
〇
円
」
を
「
一
、
六
九
〇
円
」
に
、

「
一
、
五
三
〇
円
」
を
「
一
、
五
八
〇
円
」
に
、
「
二
、
六
八
〇
円
」
を
「
二
、
七
六
〇
円
」
に
、

「
一
、
三
七
〇
円
」
を
「
一
、
四
一
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
〇
〇
円
」
を
「
一
、
七
五
〇
円
」
に
、

「
二
、
三
八
〇
円
」
を
「
二
、
四
五
〇
円
」
に
、
「
二
、
二
七
〇
円
」
を
「
二
、
三
四
〇
円
」
に
、

「
二
、
一
〇
〇
円
」
を
「
二
、
一
六
〇
円
」
に
、
「
一
、
九
八
〇
円
」
を
「
二
、
〇
四
〇
円
」
に
、

「
一
、
六
一
〇
円
」
を
「
一
、
六
六
〇
円
」
に
、
「
七
、
三
五
〇
円
」
を
「
七
、
五
六
〇
円
」
に
、

「
一
、
〇
七
〇
円
」
を
「
一
、
一
一
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
、
四
四
〇
円
」
に
、

「
三
、
二
一
〇
円
」
を
「
三
、
三
一
〇
円
」
に
、
「
二
、
五
一
〇
円
」
を
「
二
、
五
九
〇
円
」
に
、

「
一
、
八
八
〇
円
」
を
「
一
、
九
四
〇
円
」
に
、
「
五
、
三
一
〇
円
」
を
「
五
、
四
七
〇
円
」
に
、

「
一
、
一
一
〇
円
」
を
「
一
、
一
五
〇
円
」
に
、
「
二
、
〇
三
〇
円
」
を
「
二
、
〇
九
〇
円
」
に
、

「
一
、
六
三
〇
円
」
を
「
一
、
六
八
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
五
〇
円
」
を
「
一
、
〇
八
〇
円
」
に
、

「
一
、
八
三
〇
円
」
を
「
一
、
八
九
〇
円
」
に
、
「
二
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
、
三
七
〇
円
」
に
、

「
五
、
九
五
〇
円
」
を
「
六
、
一
二
〇
円
」
に
、
「
一
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
、
六
五
〇
円
」
に
、

年
月

日
生
｣

本
｣
の
次
に
｢
(申
請
者
が
外
国
人
で
あ
る
と
き
は
､
住
民
票
の
写
し
(住
民
基
本
台
帳
法
(昭
和
42

年
法
律
第
81号

)
第
30条

の
45に

規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
｡
)
)
｣

を
加
え
る
。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
〇
六
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
二
の
二
の
１
の
表
中
「
四
、
七
六
〇
円
」

を
「
四
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
三
七
〇
円
」
を
「
一
、
四
一
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
五
〇
円
」
を

「
一
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
二
六
〇
円
」
を
「
一
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
一
三
〇
円
」
を

「
二
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
〇
六
〇
円
」
を
「
二
、
一
二
〇
円
」
に
、
「
一
、
六
五
〇
円
」
を

「
一
、
六
九
〇
円
」
に
、
「
五
、
〇
八
〇
円
」
を
「
五
、
二
三
〇
円
」
に
、
「
二
、
四
六
〇
円
」
を

「
二
、
五
四
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
二
〇
円
」
を
「
一
、
〇
四
〇
円
」
に
、
「
三
、
二
一
〇
円
」
を

「
三
、
三
一
〇
円
」
に
、
「
二
、
六
三
〇
円
」
を
「
二
、
七
一
〇
円
」
に
、
「
二
、
五
六
〇
円
」
を

「
二
、
六
四
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
一
〇
円
」
を
「
一
、
〇
四
〇
円
」
に
、
「
一
、
八
三
〇
円
」
を

「
一
、
八
九
〇
円
」
に
、
「
二
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
、
三
七
〇
円
」
に
、
「
一
、
三
五
〇
円
」
を

「
一
、
三
九
〇
円
」
に
、
「
一
、
二
一
〇
円
」
を
「
一
、
二
五
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
〇
〇
円
」
を

「
一
、
四
四
〇
円
」
に
、
「
一
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
、
五
五
〇
円
」
に
改
め
、

を
削
り
、
同
表

（23）

（24）

中
「
一
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
、
八
六
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
一
、

（24）

（23）

（25）

一
八
〇
円
」
を
「
一
、
二
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

を
削
り
、
同
表

を

（25）

（24）

（26）

（27）

同
表

と
し
、
同
表

を
削
り
、
同
表

中
「
二
、
〇
四
〇
円
」
を
「
二
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同

（25）

（28）

（29）

表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
一
、
五
一
〇
円
」
を
「
一
、
五
六
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同

（29）

（26）

（30）

（30）

表

と
し
、
同
表

中
「
一
、
三
九
〇
円
」
を
「
一
、
四
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、

（27）

（31）

（31）

（28）

同
表

中
「
一
、
七
八
〇
円
」
を
「
一
、
八
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中

（32）

（32）

（29）

（33）

「

そ

（34）

「
一
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
、
二
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表
中

（33）

（30）

「

（31）

の
他
の
設
備
機
器

一
時
間

九
九
〇
円
の
範
囲

（32）

内
で
知
事
が
定
め

を

る
額

」

（33）

分
光
蛍
光
光
度
計
（
Ｒ
Ｆ
―
５
３
０
０
Ｐ
Ｃ
）

一
時
間

一
、
〇
二
〇
円

二
軸
応
力
試
験
機
（
Ｋ
Ｔ
―
Ｇ
２
）

一
時
間

一
、
〇
〇
〇
円

に
改
め
、

そ
の
他
の
設
備
機
器

一
時
間

九
九
〇
円
の
範
囲

内
で
知
事
が
定
め

る
額

」

別
表
第
二
の
二
の
２
の
表
中
「
二
四
、
九
一
〇
円
」
を
「
二
五
、
六
三
〇
円
」
に
、
「
三
、
三
六
〇
円
」

を
「
三
、
四
六
〇
円
」
に
、
「
二
、
一
〇
〇
円
」
を
「
二
、
一
六
〇
円
」
に
、
「
一
、
八
八
〇
円
」
を

「
一
、
九
四
〇
円
」
に
、
「
二
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
、
五
八
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
四
〇
円
」
を

「
一
、
七
九
〇
円
」
に
、
「
四
、
六
二
〇
円
」
を
「
四
、
七
六
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
一
〇
円
」
を

「
一
、
七
六
〇
円
」
に
、
「
一
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
、
五
五
〇
円
」
に
、
「
四
、
〇
七
〇
円
」
を

「
四
、
一
九
〇
円
」
に
、
「
二
、
八
七
〇
円
」
を
「
二
、
九
六
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
九
〇
円
」
を

「
一
、
八
五
〇
円
」
に
、
「
一
、
三
三
〇
円
」
を
「
一
、
三
七
〇
円
」
に
、
「
六
、
四
一
〇
円
」
を

「
六
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
四
二
〇
円
」
を
「
三
、
五
二
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
七
〇
〇
円
」
を

「
一
二
、
〇
四
〇
円
」
に
改
め
、
⒅
を
⒆
と
し
、
⒄
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⒅

Ｃ
Ｎ
Ｃ
画
像
処
理
計
測
シ
ス
テ
ム

一
時
間

一
、
〇
一
〇
円

別
表
第
二
の
二
の
３
の
表
中
「
一
〇
、
七
二
〇
円
」
を
「
一
一
、
〇
三
〇
円
」
に
、
「
一
八
、
二
九

〇
円
」
を
「
一
八
、
八
一
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
二
二
〇
円
」
に
、
「
二
、

六
八
〇
円
」
を
「
二
、
七
六
〇
円
」
に
、
「
二
、
七
一
〇
円
」
を
「
二
、
七
九
〇
円
」
に
、
「
五
、
三

七
〇
円
」
を
「
五
、
五
三
〇
円
」
に
、
「
五
、
一
七
〇
円
」
を
「
五
、
三
二
〇
円
」
に
、
「
三
、
四
五

〇
円
」
を
「
三
、
五
五
〇
円
」
に
、
「
六
、
〇
二
〇
円
」
を
「
六
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
五
〇
〇

円
」
を
「
四
、
六
三
〇
円
」
に
、
「
六
、
三
〇
〇
円
」
を
「
六
、
四
八
〇
円
」
に
、
「
三
、
八
七
〇
円
」

を
「
三
、
九
九
〇
円
」
に
、
「
四
、
二
六
〇
円
」
を
「
四
、
三
九
〇
円
」
に
改
め
、
⒁
を
削
り
、
同
表

中
「
二
、
〇
四
〇
円
」
を
「
二
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
⒂
を
同
表
⒁
と
し
、
同
表
⒃
中
「
一
、

（15）九
三
〇
円
」
を
「
一
、
九
九
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
⒃
を
同
表
⒂
と
し
、
同
表

中
「
一
、
九
二
〇
円
」

（17）

を
「
一
、
九
八
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
⒄
を
同
表
⒃
と
し
、
同
表
⒅
中
「
一
、
七
一
〇
円
」
を
「
一
、

七
六
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
⒅
を
同
表
⒄
と
し
、
同
表
⒆
中
「
一
、
四
三
〇
円
」
を
「
一
、
四
八
〇
円
」

に
改
め
、
同
表
⒆
を
同
表
⒅
と
し
、
同
表
⒇
中
「
三
、
三
九
〇
円
」
を
「
三
、
四
九
〇
円
」
に
改
め
、

同
表
⒇
を
同
表
⒆
と
し
、
同
表

中
「
一
、
五
七
〇
円
」
を
「
一
、
六
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を

（21）

（21）

同
表
⒇
と
し
、
同
表

中
「
一
、
二
一
〇
円
」
を
「
一
、
二
五
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と

（22）

（22）

（21）

し
、
同
表

中
「
三
、
八
九
〇
円
」
を
「
四
、
〇
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

（23）

（23）

（22）

中
「
三
、
九
六
〇
円
」
を
「
四
、
〇
七
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
一
、

（24）

（24）

（23）

（25）

七
六
〇
円
」
を
「
一
、
八
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

の
前
に
次
の
よ
う
に

（25）

（24）

（26）

加
え
る
。

顕
微
Ｆ
Ｔ
―
Ｉ
Ｒ
ラ
マ
ン
シ
ス
テ
ム
（
Ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｉ
ｎ

一
時
間

七
、
四
六
〇
円

（25）
ｕ
ｍ
ｍ
＋
Ａ
ｌ
ｍ
ｅ
ｇ
ａ
）

別
表
第
二
の
二
の
３
の
表
中
「
七
、
二
五
〇
円
」
を
「
七
、
九
七
〇
円
」
に
、
「
六
、
七
七
〇
円
」

を
「
六
、
九
七
〇
円
」
に
、
「
五
、
二
七
〇
円
」
を
「
五
、
四
三
〇
円
」
に
、
「
三
、
五
七
〇
円
」
を

「
三
、
六
八
〇
円
」
に
、
「
二
、
八
九
〇
円
」
を
「
二
、
九
八
〇
円
」
に
改
め
、

を
削
り
、
同
表

（31）

（32）

中
「
二
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
、
三
六
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
一
、

（32）

（31）

（33）

四
四
〇
円
」
を
「
一
、
四
八
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
一
、
五
四
〇
円
」

（33）

（32）

（34）

を
「
一
、
五
九
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
一
、
五
八
〇
円
」
を
「
一
、

（34）

（33）

（35）

六
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
一
、
五
四
〇
円
」
を
「
一
、
五
九
〇
円
」

（35）

（34）

（36）

に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
一
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一
、
三
四
〇
円
」
に
改
め
、

（36）

（35）

（37）
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同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
九
、
〇
一
〇
円
」
を
「
九
、
二
七
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を

（37）

（36）

（38）

（38）

同
表

と
し
、
同
表

中
「
七
、
八
六
〇
円
」
を
「
八
、
〇
九
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と

（37）

（39）

（39）

（38）

し
、
同
表

中
「
五
、
八
六
〇
円
」
を
「
六
、
〇
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

（40）

（40）

（39）

中
「
五
、
四
六
〇
円
」
を
「
五
、
六
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
四
、

（41）

（41）

（40）

（42）

二
八
〇
円
」
を
「
四
、
四
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
二
、
七
〇
〇
円
」

（42）

（41）

（43）

を
「
二
、
七
八
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
二
、
四
四
〇
円
」
を
「
二
、

（43）

（42）

（44）

五
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
四
、
一
七
〇
円
」
を
「
四
、
二
九
〇
円
」

（44）

（43）

（45）

に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

を
削
り
、
同
表

中
「
三
、
四
〇
〇
円
」
を
「
三
、
五
〇

（45）

（44）

（46）

（47）

〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
二
、
九
九
〇
円
」
を
「
三
、
〇
八
〇
円
」
に

（47）

（45）

（48）

改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
一
、
八
二
〇
円
」
を
「
一
、
八
八
〇
円
」
に
改
め
、
同

（48）

（46）

（49）

表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
一
、
一
六
〇
円
」
を
「
一
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同

（49）

（47）

（50）

（50）

表

と
し
、
同
表

中
「
一
、
〇
七
〇
円
」
を
「
一
、
一
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、

（48）

（51）

（51）

（49）

同
表

中
「
一
、
三
七
〇
円
」
を
「
一
、
四
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中

（52）

（52）

（50）

（53）

「
一
、
三
六
〇
円
」
を
「
一
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
一
、
三

（53）

（51）

（54）

四
〇
円
」
を
「
一
、
三
八
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
四
、
四
一
〇
円
」

（54）

（52）

（55）

を
「
四
、
五
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
二
、
九
六
〇
円
」
を
「
三
、

（55）

（53）

（56）

〇
五
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
二
、
五
二
〇
円
」
を
「
二
、
六
〇
〇
円
」

（56）

（54）

（57）

に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
二
、
一
七
〇
円
」
を
「
二
、
二
四
〇
円
」
に
改
め
、

（57）

（55）

（58）

同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
一
、
四
七
〇
円
」
を
「
一
、
五
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を

（58）

（56）

（59）

（59）

同
表

と
し
、
同
表

中
「
四
、
六
一
〇
円
」
を
「
四
、
七
五
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と

（57）

（60）

（60）

（58）

し
、
同
表

中
「
二
、
四
八
〇
円
」
を
「
二
、
五
六
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

（61）

（61）

（59）

中
「
二
、
二
五
〇
円
」
を
「
二
、
三
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
一
、

（62）

（62）

（60）

（63）

三
三
〇
円
」
を
「
一
、
三
七
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

中
「
一
、
二
八
〇
円
」

（63）

（61）

（64）

を
「
一
、
三
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

を
同
表

と
し
、
同
表

を
同
表

と
し
、
別
表
第
二
の
二

（64）

（62）

（65）

（63）

の
４
の
表
中
「
一
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
、
一
四
〇
円
」
に
、
「
一
、
三
八
〇
円
」
を
「
一
、
四
二
〇

円
」
に
改
め
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶

振
動
試
験
機
（
Ｆ
―
２
５
０
０
Ｂ
Ｄ
Ｈ
／
Ｌ
Ａ
２
５
）

一
時
間

一
、
〇
二
〇
円

別
表
第
二
の
二
の
５
の
表
中
「
四
、
三
〇
〇
円
」
を
「
四
、
四
三
〇
円
」
に
、
「
三
、
四
〇
〇
円
」

を
「
三
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
九
五
〇
円
」
を
「
二
、
〇
一
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
五
〇
円
」
を

「
一
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
九
〇
円
」
を
「
一
、
五
四
〇
円
」
に
、
「
二
、
三
四
〇
円
」
を

「
二
、
四
一
〇
円
」
に
、
「
二
、
八
九
〇
円
」
を
「
二
、
九
八
〇
円
」
に
、
「
二
、
一
五
〇
円
」
を

「
二
、
二
二
〇
円
」
に
、
「
二
、
一
三
〇
円
」
を
「
二
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
八
〇
円
」
を

「
一
、
五
三
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
四
〇
円
」
を
「
一
、
四
九
〇
円
」
に
、
「
一
、
二
四
〇
円
」
を

「
一
、
二
八
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
七
〇
円
」
を
「
一
、
一
一
〇
円
」
に
、
「
二
、
三
三
〇
円
」
を

「
二
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
九
五
〇
円
」
を
「
五
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
一
中
「
一
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
、
九
六
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
二
の
１
の
表

中
「
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
〇
六
〇
円
」
に
、
「
二
、
二
〇
〇
円
」
を
「
二
、
二
七
〇
円
」
に
、

「
二
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
、
四
七
〇
円
」
に
、
「
二
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
、
五
八
〇
円
」
に
、

「
二
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
、
三
七
〇
円
」
に
、
「
一
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
、
六
五
〇
円
」
に
、

「
二
、
六
〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
八
〇
円
」
に
、
「
二
二
〇
円
」
を
「
二
三
〇
円
」
に
、
「
三
三
〇
円
」

を
「
三
四
〇
円
」
に
、
「
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
八
、
二
三
〇
円
」
に
「
二
、
一
〇
〇
円
」
を
「
二
、

一
六
〇
円
」
に
、
「
五
、
五
五
〇
円
」
を
「
五
、
七
一
〇
円
」
に
、
「
三
八
、
八
〇
〇
円
」
を
「
三
九
、

九
一
〇
円
」
に
、
「
六
、
五
七
〇
円
」
を
「
六
、
七
六
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、

二
九
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
二
の
２
の
表
中
「
五
、
二
〇
〇
円
」
を
「
五
、
三
五
〇
円
」
に
、

「
一
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
四
六
〇
円
」
に
、
「
三
七
、
二
〇
〇
円
」
を
「
三
八
、
二
七
〇
円
」

に
、
「
一
〇
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
八
〇
〇
円
」
を
「
三
、
九
一
〇
円
」

に
改
め
、
別
表
第
三
の
二
の
３
の
表
中
「
一
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
、
六
五
〇
円
」
に
、
「
六
、
五
五

〇
円
」
を
「
六
、
七
四
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
二
二
〇
円
」
に
改
め
、
別
表

第
三
の
二
の
４
の
表
中
「
六
、
五
〇
〇
円
」
を
「
六
、
六
九
〇
円
」
に
、
「
六
、
六
五
〇
円
」
を
「
六
、

八
四
〇
円
」
に
、
「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
二
の
５
の
表
を

削
り
、
別
表
第
三
の
二
の
６
の
表
中
「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三

の
二
の
６
を
別
表
第
三
の
二
の
５
と
し
、
別
表
第
三
の
二
の
７
の
表
中
「
五
、
二
〇
〇
円
」
を
「
五
、

三
五
〇
円
」
に
、
「
六
、
二
〇
〇
円
」
を
「
六
、
三
八
〇
円
」
に
、
「
五
、
三
〇
〇
円
」
を
「
五
、
四

六
〇
円
」
に
、
「
一
二
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
四
五
〇
円
」
に
、
「
六
、
一
〇
〇
円
」
を
「
六
、

二
八
〇
円
」
に
、
「
二
〇
、
二
二
〇
円
」
を
「
二
〇
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
五
三
、
一
九
〇
円
」
を
「
五

四
、
七
一
〇
円
」
に
、
「
三
七
、
〇
九
〇
円
」
を
「
三
八
、
一
五
〇
円
」
に
、
「
三
、
三
〇
〇
円
」
を

「
三
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
二
の
７
を
別
表
第
三
の
二
の
６
と
し
、
別
表
第
三
の
二
の

８
の
表
中
「
三
、
二
〇
〇
円
」
を
「
三
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
五
五
〇
円
」
を
「
五
七
〇
円
」
に
、

「
二
、
七
〇
〇
円
」
を
「
二
、
七
八
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
五
〇
円
」
を
「
一
、
五
〇
〇
円
」
に
、

「
二
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
、
五
八
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
二
の
８
を
別
表
第
三
の
二
の
７
と

し
、
別
表
第
三
の
三
の
表
中
「
二
、
七
〇
〇
円
」
を
「
二
、
七
八
〇
円
」
に
、
「
一
六
、
一
四
〇
円
」

を
「
一
六
、
六
一
〇
円
」
に
、
「
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
、
一
五
〇
円
」
に
、
「
二
、
五
〇
〇
円
」

を
「
二
、
五
八
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
四
の
表
中
「
五
、
五
五
〇
円
」
を
「
五
、
七
一
〇
円
」

に
、
「
一
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
、
五
五
〇
円
」
に
、
「
二
六
、
九
〇
〇
円
」
を
「
二
七
、
六
七
〇
円
」

に
、
「
四
、
九
〇
〇
円
」
を
「
五
、
〇
四
〇
円
」
に
、
「
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
、
〇
九
〇
円
」
に
、

「
四
、
七
五
〇
円
」
を
「
五
、
〇
三
〇
円
」
に
、
「
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
七
、
二
〇
〇
円
」
に
、

「
三
、
五
〇
〇
円
」
を
「
三
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
五
、
八
〇
〇
円
」
を
「
五
、
九
七
〇
円
」
に
、

「
二
、
七
四
〇
円
」
を
「
二
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
八
七
〇
円
」
を
「
三
、
〇
四
〇
円
」
に
、

「
四
、
二
一
〇
円
」
を
「
四
、
四
六
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
一
一
〇
円
」
に
、

「
一
五
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
〇
五
〇
円
」
に
、
「
九
〇
〇
円
」
を
「
九
三
〇
円
」
に
、
「
四
、

五
〇
〇
円
」
を
「
四
、
六
三
〇
円
」
に
、
「
一
四
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
五
、
二
三
〇
円
」
に
、
「
二

二
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
三
、
〇
四
〇
円
」
に
、
「
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
六
、
一
八
〇
円
」
に
、
「
二

〇
、
六
〇
〇
円
」
を
「
二
一
、
一
九
〇
円
」
に
、
「
五
三
、
五
〇
〇
円
」
を
「
五
五
、
〇
三
〇
円
」
に
、

「
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
、
一
二
〇
円
」
に
、
「
七
〇
〇
円
」
を
「
七
二
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第

三
の
五
の
１
の
表
中
「
二
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
、
四
七
〇
円
」
に
、
「
四
、
四
〇
〇
円
」
を
「
四
、

五
三
〇
円
」
に
、
「
七
、
八
〇
〇
円
」
を
「
八
、
〇
三
〇
円
」
に
、
「
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
四
、
三
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
五
の
２
の
表
中
「
二
五
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
六
、
二
三
〇
円
」
に
、

「
六
、
九
〇
〇
円
」
を
「
七
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
五
の
３
の
表
中
「
一
、
一
〇
〇
円
」

を
「
一
、
一
四
〇
円
」
に
、
「
一
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一
、
三
四
〇
円
」
に
、
「
四
、
七
〇
〇
円
」
を

「
四
、
八
四
〇
円
」
に
、
「
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
四
、
三
二
〇
円
」
に
、
「
一
、
八
〇
〇
円
」
を

「
一
、
八
六
〇
円
」
に
、
「
二
、
六
〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
八
〇
円
」
に
、
「
七
、
二
七
〇
円
」
を

「
七
、
五
一
〇
円
」
に
、
「
九
一
〇
円
」
を
「
九
三
〇
円
」
に
、
「
七
、
五
〇
〇
円
」
を
「
七
、
七
二

〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
五
の
４
の
表
中
「
四
、
四
〇
〇
円
」
を
「
四
、
五
三
〇
円
」
に
、
「
七
、

三
〇
〇
円
」
を
「
七
、
五
一
〇
円
」
に
、
「
二
、
八
〇
〇
円
」
を
「
二
、
八
八
〇
円
」
に
、
「
二
七
、

〇
〇
〇
円
」
を
「
二
七
、
七
八
〇
円
」
に
、
「
一
七
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
一
一
〇
円
」
に
、
「
三

四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
四
、
九
八
〇
円
」
に
、
「
四
八
、
二
〇
〇
円
」
を
「
四
九
、
五
八
〇
円
」
に
、

「
五
、
四
〇
〇
円
」
を
「
五
、
五
六
〇
円
」
に
、
「
二
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
四
、
六
九
〇
円
」
に
、

「
一
一
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
一
四
〇
円
」
に
、
「
六
七
、
八
〇
〇
円
」
を
「
六
九
、
七
四
〇
円
」

に
、
「
一
二
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
五
五
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
五
の
５
の
表
中
「
七
、

八
九
〇
円
」
を
「
八
、
一
二
〇
円
」
に
、
「
一
三
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
三
、
七
九
〇
円
」
に
、
「
三

五
、
四
〇
〇
円
」
を
「
三
六
、
四
二
〇
円
」
に
、
「
二
三
、
二
一
〇
円
」
を
「
二
三
、
八
八
〇
円
」
に
、

「
六
、
六
六
〇
円
」
を
「
六
、
八
六
〇
円
」
に
、
「
三
六
、
〇
二
〇
円
」
を
「
三
七
、
〇
五
〇
円
」
に
、

「
二
五
、
四
一
〇
円
」
を
「
二
六
、
一
四
〇
円
」
に
、
「
七
、
七
七
〇
円
」
を
「
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、

「
四
四
、
八
九
〇
円
」
を
「
四
六
、
一
八
〇
円
」
に
、
「
八
、
三
四
〇
円
」
を
「
八
、
五
八
〇
円
」
に
、

「
一
二
、
〇
三
〇
円
」
を
「
一
二
、
三
八
〇
円
」
に
、
「
四
〇
、
六
二
〇
円
」
を
「
四
一
、
七
九
〇
円
」

に
、
「
一
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
九
、
五
五
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
五
の
６
の
表
中
「
七
、

〇
〇
〇
円
」
を
「
七
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
一
五
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
三
六
〇
円
」
に
、
「
六
、

五
〇
〇
円
」
を
「
六
、
六
九
〇
円
」
に
、
「
一
八
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
六
二
〇
円
」
に
、
「
二

八
、
〇
四
〇
円
」
を
「
二
八
、
八
五
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
五
の
７
の
表
中
「
四
、
三
〇
〇
円
」

を
「
四
、
四
三
〇
円
」
に
、
「
九
〇
〇
円
」
を
「
九
三
〇
円
」
に
、
「
二
、
二
〇
〇
円
」
を
「
二
、
二

七
〇
円
」
に
、
「
六
、
七
九
〇
円
」
を
「
六
、
九
九
〇
円
」
に
、
「
三
、
七
〇
〇
円
」
を
「
三
、
八
一

〇
円
」
に
、
「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
五
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

８

電
気
泳
動

種

別

単

位

金

額

定
量
分
析

一
試
料
一
測
定

六
、
九
八
〇
円

別
表
第
三
の
六
の
表
中
「
六
、
四
〇
〇
円
」
を
「
六
、
五
九
〇
円
」
に
、
「
四
、
一
〇
〇
円
」
を

「
四
、
二
二
〇
円
」
に
、
「
四
九
、
二
〇
〇
円
」
を
「
五
〇
、
六
一
〇
円
」
に
、
「
三
六
、
八
〇
〇
円
」

を
「
三
七
、
八
六
〇
円
」
に
、
「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
五
〇
円
」

を
「
一
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
一
一
〇
円
」
に
、
「
九
、
〇
〇
〇
円
」

を
「
九
、
二
六
〇
円
」
に
、
「
八
、
六
〇
〇
円
」
を
「
八
、
八
五
〇
円
」
に
、
「
六
、
二
〇
〇
円
」
を

「
六
、
三
八
〇
円
」
に
、
「
二
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
、
三
七
〇
円
」
に
、
「
四
五
、
一
二
〇
円
」
を

「
四
六
、
四
一
〇
円
」
に
、
「
四
一
、
六
七
〇
円
」
を
「
四
二
、
八
七
〇
円
」
に
、
「
五
、
三
〇
〇
円
」

を
「
五
、
四
六
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
七
の
表
中
「
七
〇
〇
円
」
を
「
七
二
〇
円
」
に
、
「
二
、

六
〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
八
〇
円
」
に
、
「
一
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
、
六
五
〇
円
」
に
、
「
二
、
七

〇
〇
円
」
を
「
二
、
七
八
〇
円
」
に
、
「
三
、
二
〇
〇
円
」
を
「
三
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
一
〇

〇
円
」
を
「
二
、
一
六
〇
円
」
に
、
「
二
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
、
五
八
〇
円
」
に
、
「
二
、
二
〇
〇

円
」
を
「
二
、
二
七
〇
円
」
に
、
「
二
、
七
五
〇
円
」
を
「
二
、
八
三
〇
円
」
に
、
「
三
、
三
五
〇
円
」

「

四
、
〇
〇
〇

を
「
三
、
四
五
〇
円
」
に
、
「
三
、
〇
五
〇
円
」
を
「
三
、
一
四
〇
円
」
に
、

四
、
〇
〇
〇

「

円

四
、
一
三
〇
円

を

に
、
「
一
、
七
〇
〇
円
」
を
「
一
、
七
五
〇
円
」
に
、
「
一
、

円

四
、
一
二
〇
円

」

」

五
〇
〇
円
」
を
「
一
、
五
五
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
八
の
表
中
「
一
、
二
五
〇
円
」
を
「
一
、

二
九
〇
円
」
に
、
「
二
、
二
〇
〇
円
」
を
「
二
、
二
七
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
、
一

四
〇
円
」
に
、
「
二
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
、
五
八
〇
円
」
に
、
「
一
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
、
九
六

〇
円
」
に
、
「
一
、
七
〇
〇
円
」
を
「
一
、
七
五
〇
円
」
に
、
「
二
、
八
〇
〇
円
」
を
「
二
、
八
八
〇

円
」
に
、
「
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
四
、
三
二
〇
円
」
に
、
「
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
〇
六
〇
円
」

に
、
「
一
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
三
、
三
八
〇
円
」
に
、
「
三
、
〇
五
〇
円
」
を
「
三
、
一
四
〇
円
」

に
、
「
三
、
九
九
〇
円
」
を
「
四
、
一
一
〇
円
」
に
、
「
一
二
、
九
一
〇
円
」
を
「
一
三
、
二
八
〇
円
」

に
、
「
八
、
七
三
〇
円
」
を
「
八
、
九
八
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
九
の
表
中
「
二
、
二
〇
〇
円
」

を
「
二
、
二
七
〇
円
」
に
、
「
二
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
、
五
八
〇
円
」
に
、
「
三
、
九
〇
〇
円
」
を

「
四
、
〇
二
〇
円
」
に
、
「
一
六
、
一
三
〇
円
」
を
「
一
六
、
六
二
〇
円
」
に
、
「
四
、
一
〇
〇
円
」

を
「
四
、
二
二
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
十
中
「
七
〇
〇
円
」
を
「
七
二
〇
円
」
に
改
め
、
別
表

第
三
の
十
一
中
「
五
〇
〇
円
」
を
「
五
二
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
別
表
第
一
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
規

定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
の
使
用
の
期
間
に
係
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
の
期
間
に
係
る
使
用
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
産
業
創
出
課
）
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